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化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
）

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

第
一
条

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
は
、
次
に
掲

げ
る
化
学
物
質
と
す
る
。

げ
る
化
学
物
質
と
す
る
。

一
～
三
十
六

（
略
）

一
～
三
十
六

（
略
）

三
十
七

二
―
（
二
Ｈ
―
一
・
二
・
三
―
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
二
―

（
新
設
）

イ
ル
）
―
四
・
六
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ペ
ン
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別

名
Ｕ
Ｖ
―
三
二
八
。
第
七
条
の
表
二
十
一
の
項
に
お
い
て
「
Ｕ
Ｖ
―
三

二
八
」
と
い
う
。
）

三
十
八

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
メ
ト
キ
シ
フ

（
新
設
）

ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
メ
ト
キ
シ
ク
ロ
ル
）

三
十
九

一
・
二
・
三
・
四
・
七
・
八
・
九
・
十
・
十
三
・
十
三
・
十
四

（
新
設
）

・
十
四
―
ド
デ
カ
ク
ロ
ロ
―
一
・
四
・
四
ａ
・
五
・
六
・
六
ａ
・
七
・

十
・
十
ａ
・
十
一
・
十
二
・
十
二
ａ
―
ド
デ
カ
ヒ
ド
ロ
―
一
・
四
：
七

・
十
―
ジ
メ
タ
ノ
ジ
ベ
ン
ゾ
［
ａ
・
ｅ
］
［
八
］
ア
ン
ヌ
レ
ン
（
別
名

デ
ク
ロ
ラ
ン
プ
ラ
ス
。
以
下
「
デ
ク
ロ
ラ
ン
プ
ラ
ス
」
と
い
う
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
す
る
こ
と
が

（
第
一
種
特
定
化
学
物
質
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
輸
入
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
製
品
）

で
き
な
い
製
品
）

第
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上

第
七
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
表
の
上
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欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
製
品
（
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替

げ
る
製
品
（
日
本
国
内
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
同
種
の
製
品
に
よ
り
代
替

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み
て
輸
入
す
る
こ
と

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
用
途
か
ら
み
て
輸
入
す
る
こ
と

が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。

が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

第
一
種
特
定
化
学
物
質

製

品

第
一
種
特
定
化
学
物
質

製

品

一
～
二
十

（
略
）

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

（
略
）

二
十
一

Ｕ
Ｖ
―
三
二

一

潤
滑
油

（
新
設
）

（
新
設
）

八

二

樹
脂
に
紫
外
線
を
吸
収
す
る
性
能
を

与
え
る
た
め
の
調
製
添
加
剤

三

塗
料
及
び
ワ
ニ
ス

四

接
着
剤
、
テ
ー
プ
及
び
シ
ー
リ
ン
グ

用
の
充
塡
料

二
十
二

デ
ク
ロ
ラ
ン

一

潤
滑
油

（
新
設
）

（
新
設
）

プ
ラ
ス

二

樹
脂
に
防
炎
性
能
を
与
え
る
た
め
の

調
製
添
加
剤

三

電
子
機
器
及
び
電
気
機
器
の
部
品

四

シ
リ
コ
ー
ン
ゴ
ム

五

接
着
剤
及
び
テ
ー
プ

附

則

附

則
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１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

３

法
第
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

３

法
第
二
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

期
日
ま
で
の
間
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い

期
日
ま
で
の
間
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い

て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
と
す
る
。

て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
と
す
る
。

期
日

第
一
種
特
定
化
学

用
途

期
日

第
一
種
特
定
化
学

用
途

物
質

物
質

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
和
十
八
年
十
二

（
略
）

（
略
）

令
和
十
八
年
十
二

（
略
）

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

令
和
十
二
年
二
月

デ
ク
ロ
ラ
ン
プ
ラ

防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
十
六
日

ス

十
九
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
四
条
第
一
項
第
十

三
号
に
規
定
す
る
装
備
品

等
に
使
用
す
る
断
熱
材
の

製
造


